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令和元年度 事業報告 

 

総括的概要 

株式会社くみはま縣の令和元年度（第２１期）収支状況は、売上金額は１４７，１

８２，３６９円（前年度比９７．８％）と前年度から減少に転じたものの、経常利益

は前年度同様に黒字計上となり、その額は前年度比２３８．２％増となりました。 

要因としては、国内の景気が好調を維持するなかで、京都府内の道の駅を巡り特産

品を当てる「京都府道の駅スタンプラリー」、地元農産物を使用した「京丹後フルー

ツトレイル」の取り組みが好評であったことと、「３００年を紡ぐ絹が織り成す丹後

ちりめん回廊」の日本遺産の追加認定を背景とした交流人口の増加などのプラス要因

が、前年度から続いたことが考えられます。 

施設利用者数につきましては、交通アクセスの向上や「道の駅」としての魅力発信

などを背景に、定期的なイベント開催による地元や遠方の顧客の呼び込みに加え、新

聞折り込み、インターネットを中心にした広報活動を行うなど、交流販売拠点施設と

して、生産者・従業員・スタッフ一同が連携しての営業を展開してきました。その結

果、１４８，１０９人（前年度比９９％）とほぼ前年並みの実績をあげることが出来

ました。 

なかでも、地域イベントへの積極的な出店や「くみはま SANKAIKANイベント」

の毎月開催のほか、「くみはま SANKAIKAN２０周年祭」（１０月開催）、「道の

駅８周年祭」（６月開催）など、節目をとらえたイベントの開催などは、施設利用者

の皆様に好評をいただいており、交流販売拠点施設としての機能を発揮し続けている

ところです。 

また、施設内において安心安全な地元農作物を直販する「菜○野果市」については、

昨年度から会員数・売り上げともに微減となりましたが、堅調な状況であります。 

地域経済を大切にしながら地域振興を目指す弊社の経営活動は、観光客を始めとす

る交流人口の増加や地元産の農林水産物の販売促進につながり、結果、地域活性化の

実現へ向け着実に前進しているものと考えております。 
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くみはま SANKAIKAN 令和元年度 月別事業 

 

●４月 

  ・4月 14日～   久美浜産板ワカメ販売開始 

  ・4月 21日～    春の野菜苗販売 

  ・4月 27～29日  GWイベント第 1弾開催 

 

●５月 

  ・5月 3～6日    GWイベント第 2弾開催 

 

●６月 

  ・6月 13日～    久美浜特産砂丘スイカ「砂丘のたまご」販売 

  ・6月 2日     キス釣り大会出店 

・6月 15･16日   SANKAIKANイベント「道の駅 8周年祭」開催 

  ・6月 24日～    久美浜特産砂丘メロン販売開始 

            メロン狩り開始 

  ・6月 29日～    桃販売開始 

 

●７月 

・7月 20･21日    イベント「メロン祭」開催 

  ・7月 28日      浜詰さつまいも販売開始 

 

● ８月 

  ・８月 11日～    菜○野果市盆花販売 

  ・８月 7日～     梨販売開始 

  ・８月 7日～     ぶどう販売開始 

・８月 24･25日    イベント｢残暑お見舞い申し上げます｣開催 

 

●９月 

  ・９月１日     山開き･･･梨狩り開始 

  ・９月 8日～    ぶどう狩り開始 

  ・９月 15日～    久美浜産新米販売開始 

  ・９月 28･29日   イベント｢秋の収穫祭｣開催 

 

● 10月 

・10月 25日～    久美浜産砂丘甘藷販売開始 

・10月 20日     まるかじり祭出店 
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・10月 26･27日   イベント「20周年祭」開催 

 

● 11月 

・11月 6日～    かに販売 

            「かにすきセット」通信販売開始 

・11月 23･24日   イベント「あったかほんわか市」開催 

 

● 12月 

・12月 21･22日    イベント「もうすぐクリスマスだよ祭」開催 

・12月 10日～     正月用白餅予約受付 

・12月 26日～     正月用白餅予約受渡し 

 

● １月 

・1月中旬～     節分巻き寿司・白餅予約販売 

・1月 25･26日    イベント「福は内まつり」開催 

 

● ２月 

・2月 3日      節分巻き寿司・白餅販売 

・2月 22･23日    イベント「桃の節句祭」開催 

 

● ３月 

・3月 9日～     レストラン「バイキング」お休み 

・3月 21日      春の花の苗販売 

・3月 28･29日    イベント（新型コロナウイルスの影響で中止） 
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令和２年度事業計画 

 

令和２年度方針 

わが国の景気は、新型コロナウイルス感染症の影響により、急速な悪化が続いています。

先行きについては、感染拡大防止策を講じつつ、社会経済活動のレベルを段階的に引き上

げていくも、当面、極めて厳しい状況が続くと見込まれています。 

そのような逆風下にあっても、私たちが先頭に立って地域経済活動を守り抜き、景気回

復へ向かうのだとの認識に立ち、くみはまSANKAIKAN（久美浜総合交流販売施設）の指

定管理者として引き続き施設の運営管理を行い、地域特産物の生産・販売を通じて地域の

農林水産業の発展に貢献し、消費者からも信頼される施設作りに努めていきたいと考えて

います。 

令和２年度においては、前年度に引き続き、スタンプラリーなど、「道の駅」登録施設で

あるメリットを最大限活かす取り組みや「京丹後フルーツトレイル」を行うとともに、「３

００年を紡ぐ絹が織り成す丹後ちりめん回廊」の日本遺産の追加認定に伴う、地域外から

の新たな集客による相乗効果をつかむため、魅力ある情報発信を進めていきます。 

さらに、「くみはま SANKAIKANオープン２１周年祭」のイベント開催や、久美浜まる

かじりまつりへの出店など、PR・交流活動にも、積極的に取り組んでいきたいと考えてい

ます。 

インターネットを最大限活用した PR 方法やオリジナル商品の開発推進、年間を通じた

農産品の安定した品ぞろえなどについては、これまでからの継続的課題ととらえ、日々の

運営のなかで改善と発展に努めていきます。 

  集客の中心的な柱と考えている「菜○野果市」の運営については、菜○野果倶楽部との

緊密な連携を継続して端境期を無くすとともに、年間を通して魅力的な売り場づくりを目

指します。 

 

具体的な事業計画 

収支計画については、現在の景気や個人消費の動向などを考慮すると、厳しい経済状況

が当面続くと見込まれますが、今後の業績により赤字を回避することが実現可能であると

の前向きな考えに立って計画を作成しています。事業実施にあたっては、常に支出経費の

抑制に努めるなど、収支改善を検討・実行していくこととします。 

具体的な事業計画については、下記のとおりです。 

① 「菜○野果市」の納入者に対してインターネットを活用したリアルタイムな売上状況

を発信します。 

② 毎月、オリジナルのイベントを開催します。 

③ くみはま SANKAIKANオープン２１周年祭イベントを開催します。 

④ 市内の各イベントに積極的に参加します。 

⑤ 地域特産品の開発・商品化に取組みます。 

⑥ 旅館等の観光業者との連携を強化していきます。（ポイントカード発行など） 

⑦ 市内観光業者との連携を図ります。 

⑧ 他の道の駅との連携を強化していきます。（スタンプラリーなど） 

⑨ より一層、ホームページの充実を図ります。 
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